
課
税
対
象
と
な
る

資
産
の
把
握

ス
テ
ッ
プ

ス
テ
ッ
プ
１

相
続
税
は
、
相
続
発
生
時
に

お
け
る
、
被
相
続
人
が
有

す
る
一
定
の
財
産
に
対
し
て
課
税

さ
れ
る
。

　
課
税
さ
れ
る
財
産
に
は
、
現
金

預
金
、
有
価
証
券
、
不
動
産
と
い

っ
た
本
来
の
相
続
財
産
の
ほ
か
、

一
定
の
死
亡
保
険
金
、
死
亡
退
職

手
当
金
等
の
み
な
し
相
続
財
産
、

さ
ら
に
相
続
発
生
前
３
年
以
内
の

相
続
人
に
対
す
る
贈
与
財
産
な
ど

が
含
ま
れ
る
。
一
方
で
、
金
融
機

関
等
か
ら
の
借
入
金
や
カ
ー
ド
債

務
、
葬
式
費
用
な
ど
は
、
相
続
税

の
課
税
対
象
か
ら
控
除
で
き
る
。

　
相
続
税
の
概
算
を
計
算
す
る
前

に
は
、
ま
ず
主
な
財
産
や
債
務
の

内
容
を
整
理
し
、
財
産
の
評
価
額

を
把
握
す
る
こ
と
が
重
要
だ
。
以

下
、
相
続
税
の
課
税
対
象
と
な
る

主
な
財
産
な
ど
、
主
な
項
目
を
解

説
す
る
。

　
な
お
、
個
別
具
体
的
な
相
続
税

計
算
を
行
い
、
個
別
具
体
的
な
税

務
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
う
こ
と
は

税
理
士
法
に
よ
り
制
限
さ
れ
て
い

る
。
顧
客
の
ニ
ー
ズ
の
深
度
に
よ

っ
て
、
提
携
税
理
士
を
紹
介
す
る

な
ど
の
対
応
が
必
要
だ
。

土
地
は
路
線
価
方
式
か

倍
率
方
式
で
評
価
す
る

・
現
金

　
相
続
が
発
生
す
る
直
前
に
引
き

出
し
た
現
金
は
、
現
金
と
し
て
相

続
税
の
課
税
対
象
と
な
る
。

・
預
貯
金

　
相
続
が
発
生
し
た
時
点
の
預
金

残
高
で
、
定
期
性
預
金
の
場
合
に

は
預
金
利
息
を
含
む
。
な
お
、
夫

婦
や
親
子
等
の
親
族
間
で
行
わ
れ

る
、
い
わ
ゆ
る
「
名
義
を
借
り
た

預
貯
金
」
は
、
本
人
の
相
続
財
産

と
み
な
さ
れ
て
相
続
税
の
課
税
対

象
と
な
る
。

・
有
価
証
券

　
原
則
と
し
て
、
相
続
が
発
生
し

た
日
の
最
終
価
格
に
よ
る
。
た
だ

し
上
場
株
式
は
、
相
続
発
生
日
の

最
終
価
格
、
相
続
発
生
月
、
そ
の

月
の
前
月
、
そ
の
月
の
前
々
月
の

最
終
価
格
の
月
平
均
額
の
う
ち
、

最
も
低
い
金
額
で
評
価
す
る
。

・
土
地

　
土
地
は
原
則
と
し
て
、
一
利
用

単
位
ご
と
に
路
線
価
方
式
と
倍
率

方
式
の
い
ず
れ
か
で
評
価
す
る
。

　
路
線
価
方
式
で
は
毎
年
７
月
１

日
に
国
税
庁
よ
り
公
表
さ
れ
る
路

線
価
（
道
路
に
面
す
る
標
準
的
な

宅
地
の
１
㎡
当
た
り
の
価
額
）
を

基
に
評
価
す
る
。

　
一
方
の
倍
率
方
式
は
、
路
線
価

が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
地
域
の
評

価
方
法
で
、
そ
の
土
地
の
固
定
資

産
税
評
価
額
に
一
定
の
倍
率
を
乗

じ
て
計
算
す
る
。
こ
の
倍
率
も
国

税
庁
よ
り
毎
年
７
月
１
日
に
公
表

さ
れ
る
。

八
木
正
宣
税
理
士
法
人
Ｓ
Ｂ
Ｌ
代
表
社
員
・
税
理
士

３
ス
テ
ッ
プ
で
解
説
！

相
続
税
額
の
概
算
方
法
を

理
解
し
て
お
こ
う
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な
お
相
続
税
の
概
算
を
計
算
す

る
際
、
宅
地
で
あ
れ
ば
固
定
資
産

税
評
価
額
の
１
・
14
倍
を
用
い
る

方
法
が
有
用
だ
。
こ
れ
は
宅
地
の

公
示
価
格
を
１
０
０
％
と
し
た
場

合
に
、
路
線
価
は
そ
の
80
％
、
固

定
資
産
税
評
価
額
は
70
％
を
目
安

に
定
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

・
小
規
模
宅
地
等
の
特
例

　
被
相
続
人
の
居
住
用
ま
た
は
事

業
用
、
賃
貸
事
業
用
の
一
定
の
宅

地
は
一
定
の
条
件
の
下
、
限
度
面

積
（
居
住
用
３
３
０
㎡
、
事
業
用

４
０
０
㎡
、
賃
貸
事
業
用
２
０
０

㎡
）
ま
で
の
部
分
に
つ
い
て
、
そ

の
80
％
（
貸
付
事
業
用
宅
地
等
は

50
％
）
が
減
額
さ
れ
る
。

・
み
な
し
相
続
財
産

　
相
続
財
産
で
は
な
い
が
、
死
亡

を
原
因
に
相
続
人
な
ど
が
受
け
取

る
生
命
保
険
金
や
死
亡
退
職
金
等

に
つ
い
て
は
、
相
続
財
産
と
同
様

の
経
済
的
効
果
を
持
つ
た
め
相
続

税
の
課
税
対
象
と
し
て
い
る
。
こ

の
死
亡
保
険
金
や
死
亡
退
職
金
に

つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
法
定
相

続
人
の
数
×
５
０
０
万
円
」
の
非

課
税
枠
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

・
贈
与
財
産
の
加
算

　
相
続
等
に
よ
り
財
産
を
取
得
し

た
人
が
、
死
亡
日
前
３
年
以
内
に

被
相
続
人
か
ら
贈
与
を
受
け
た
財

産
の
評
価
額
を
、
相
続
財
産
に
加

算
し
て
相
続
税
の
計
算
を
行
う
。

な
お
、
令
和
６
年
１
月
１
日
以
降

の
贈
与
よ
り
、
生
前
贈
与
の
相
続

財
産
へ
の
加
算
期
間
が
、
死
亡
前

３
年
以
内
か
ら
７
年
以
内
へ
と
拡

大
す
る
こ
と
と
な
る
。

　
ま
た
被
相
続
人
か
ら
の
生
前
贈

与
に
つ
き
、
相
続
人
等
が
相
続
時

精
算
課
税
制
度
を
選
択
し
た
場
合

は
、
相
続
時
精
算
課
税
適
用
財
産

の
贈
与
時
の
価
額
を
加
算
す
る
。

・
債
務
・
葬
式
費
用

　
相
続
発
生
日
に
お
い
て
存
在
す

る
金
融
機
関
か
ら
の
借
入
金
や
連

帯
債
務
、
固
定
資
産
税
等
の
税

金
、
未
払
医
療
費
な
ど
の
債
務
、

葬
式
費
用
に
つ
い
て
は
、
マ
イ
ナ

ス
の
相
続
財
産
と
し
て
相
続
税
の

課
税
対
象
か
ら
控
除
で
き
る
。

被
相
続
人
の
遺
産
総
額

非課税
財産

債務・
葬式費用

３年以内
贈与財産

配
偶
者
Ａ

子
Ｂ

子
Ｃ

×税率＝ 税額

×税率＝ 税額

税額×税率＝

税額

税額

税額

正
味
の
遺
産
額

法
定
相
続
分
に
応
じ
て
あ
ん
分

相
続
税
の
総
額

課
税
遺
産
総
額

基
礎
控
除
額

図表１ 相続税の総額の算出手順（第１段階）

（出所）筆者作成
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